
別       紙

距    離 金    額 距    離 金    額 速    度 金    額 時　　間 金　　額

（注意）令和２年２月１日より「中型車」と「小型車」が統合され「普通車」となりました。

　　　　（身体障がい者、知的障がい者）

       障がい者割引                                  運賃料金の                                   1割引

       遠距離割引                                      5，000円を超えた金額に対して         1割引 　（時間制運賃には適用しません）

※ 個人タクシーについては、旭川地方個人タクシー協同組合（0166-51-8510）にお問い合わせ下さい。

・身体障害者手帳、知的障害者療
育手帳の交付を受けているご本人
を対象とし、手帳を提示したときに
適用します。
・障害者ご本人が乗車した区間又
は時間に適用します。

1分35秒ごとに 110円 4，630円

       深夜早朝割増                                  午後10時から午前5時まで               2割増 　（時間制運賃には適用しません）

1分25秒ごとに 100円   ごとに 4，510円

特 定 大 型 車 1.4㎞ 790円 254m 110円   運行時間

大     型     車 1.4㎞ 750円 235m 100円 以下の

1分40秒ごとに 80円 30分まで 3，170円普　 　通     車 1.4㎞ 670円 267m 80円 時速10㎞

北  海  道  運  輸  局  長  認  可  各  車  種  別  運  賃  料  金  表

令和２年２月１日実施

 車種別　　  運賃等

　　　　　 　　　距　離　制　運　賃     　　　　　 　時間距離併用制運賃　
  時  間  制  運  賃

初    乗    運    賃 加    算    運    賃 及び待料金

時       間


